
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１３６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月２日 ００時２０分ごろ 

発生場所 香川県三豊市三埼北北西方沖 

 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位３４７°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１７.１′ 東経１３３°３３.１′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 S J
エスジェイ

 GLORY
グロウリィ

（大韓民国籍）、１,５４５トン 

   ９４１５８６８（ＩＭＯ番号）、SJ MARINE CO.,LTD 

Ｂ 漁船 第八弘
こう

栄
えい

丸、４.８トン 

   ＯＹ３－２２０６３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２７１－２８０２６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（二等航海士）（インドネシア共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ えい
．．

網用やぐらに曲損等 

 事故等の経過  Ａ船は、航海士Ａほか９人（大韓民国籍４人、ミャンマー連邦共和

国籍４人及びインドネシア共和国籍１人）が乗り組み、航海士Ａ及び

甲板手が船橋当直に就き、法定灯火を表示し、約１０ノットの対地速

力で、自動操舵により三埼北西沖を東北東進した。 

 航海士Ａは、レーダー画面で右舷船首方約４.５Ｍに停船している

Ｂ船を探知したので、より安全に通過するために針路を３°左へ向

け、Ｂ船を右舷方に見て通過することができるものと思い、その後、

針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 航海士Ａは、右舷船首方約０.５ＭにＢ船の紅灯を視認し、Ｂ船が

北西進していることに気付き、探照灯で急速に約５回以上のせん光を

発したが、Ｂ船の動きに変化がなかったので、手動操舵に切り替え、

右舵一杯を甲板手に令し、Ｂ船の船尾付近を通過した。 

 航海士Ａは、衝突を回避できたと思って航行を続けていたところ、

平成２６年８月２日００時２３分ごろ海上保安庁から漁船との接近に

ついて問合せがあった後、香川県坂出市坂出港に向かうよう指示を受

け、同港に入港後、海上保安庁の捜査を受け、衝突の事実を知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、００時１０分ごろ約７km/h の



対地速力でえい
．．

網を始め、三埼北方沖を北西進した。 

 船長Ｂは、船尾甲板でリモコンを持ち、手動操舵で操船しながら、

漁獲物の選別作業をしていたところ、波音に気付いて左舷方至近にＡ

船を認め、避航動作をとる間もなく、００時２０分ごろ、Ｂ船の船尾

部にあるえい
．．

網用のやぐらとＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 霧雨、風向 東、風力 ３、視程 約５Ｍ 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  航海士Ａは、本事故発生場所付近を航行した経験が豊富であった。 

 Ａ船の喫水は、船首約１.７０ｍ、船尾約３.８０ｍであった。 

 Ｂ船は、約１５０ｍの漁具をえい
．．

網し、底引き網漁業に従事してい

た。 

 船長Ｂは、Ａ船が発したせん光に気付かなかった。 

 船長Ｂは、本事故当時、約４回目のえい
．．

網を開始し、船尾甲板右舷

側で左舷方を向いてしゃがみ、漁獲物の選別作業を行っていた。 

 Ｂ船は、トロールに従事中の船舶であることを示す法定灯火のう

ち、船尾灯が故障中で点灯していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三埼北北西方沖を東北東進中、航海士Ａが、Ｂ船を右舷方

に見て通過することができるものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切

に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、三埼北北西方沖をえい
．．

網しながら北西進中、船長Ｂが、漁

獲物の選別作業に意識を集中し、見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船の接近に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、三埼北北西方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ

船がえい
．．

網しながら北西進中、航海士Ａが、Ｂ船を右舷方に見て通過

することができるものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行ってお

らず、また、船長Ｂが、漁獲物の選別作業に意識を集中し、見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に他船を認めた場合には、衝突のおそれの有無を適切に判

断するとともに、十分に余裕のある時期に衝突を避けるための動

作をとること。 

 ・操業中の漁船であっても、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・故障した法定の灯火設備は、速やかに整備し、法定灯火を適切に

表示すること。 
 


